
京都市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程を公布する。 

  令和３年３月３１日 

京都市公営企業管理者   

上下水道局長 吉川 雅則 

京都市上下水道局管理規程第６号 

   京都市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程 

 京都市指定給水装置工事事業者規程の一部を次のように改正する。 

附則第３項から第１０項までを削り，附則第１１項を附則第３項とし，附則第１２項か

ら第１４項までを８項ずつ繰り上げる。 

別表第２外部接続工事の項中「８，６００」を「８，７５０」に改め，同表内部工事の

項中「８，１５０」を「８，３５０」に改め，同表水洗便所築造のための増設工事の項中

「３，１００」を「３，２５０」に改め，同表その他工事の項中「３，９５０」を「４，

１００」に改める。 

様式第１（表面）及び様式第２中「 」を削る。 

様式第６を次のように改める。 

  



 

 



 



様式第９及び様式第１０中「（記名押印又は署名）」及び「 」を削る。 

様式第１１を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規程による改正後の京都市指定給水装置工事事業者規程の別表第２の規定は，こ

の規程の施行の日以後に京都市水道事業条例第５条第１項の規定による承認を受けた

給水装置工事について適用し，同日前に承認を受けたものについては，なお従前の例に

よる。 

（経過措置） 

３ 従前の様式による用紙は，管理者が認めるものに限り，当分の間，これを使用するこ

とができる。 

（上下水道局水道部水道管路課） 


